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新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための 

防疫等作業手当の特例に係る適切な対応について 

 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に多大なご尽力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。 

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例の

運用に係る状況調査については、「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処す

るための防疫等作業手当の特例の運用に係る状況調査（第２回）の実施について」（令和

２年12月15日付け総行給第60号）において調査へのご協力をお願いしたところですが、別

紙のとおり、調査結果を取りまとめましたので送付いたします。 

各地方公共団体におかれては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に今後とも取

り組む中で、本調査結果を参考としつつ、引き続き、人事院規則９―１２９（東日本大震

災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則９―３０（特殊

勤務手当）の特例）の改正内容及び令和２年４月21日付け総行公第70号・総行給第15号等

の通知の内容とその趣旨を踏まえ、適切に対応いただきますようお願いいたします。 

また、各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対しても速やかにこの旨

周知いただきますようお願いいたします。 

本通知は、地方公務員法第59条（技術的助言）及び地方自治法第245条の４（技術的な助

言）に基づくものです。 

 

 
 

 

 

【連絡先】 総務省自治行政局公務員部 

給与能率推進室 

電 話 ０３－５２５３－５５４９（直通） 



防疫等作業手当の特例の運用状況調査（第２回）の結果について 
 

１．調査対象 

  都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合(一部事務組合及び広域連合)(3,299団体) 
 

２．調査時点 

  令和３年１月１日 
 

３．調査目的・結果 

防疫等作業手当の特例について、令和２年７月７日付けで各地方公共団体における対応状況を

調査し、９月１日付けで結果を公表したところであるが、その後の対応状況について改めて調査

を行い、制度の創設・変更にあたっての検討に資するよう、各団体における特例の創設状況等を

各地方公共団体に提供するもの。 

＜結果概要＞ （単位：団体）

都道府県 指定都市 中核市 特別区
その他
市町村

一部

事務組合等 合計

47 20 58 19 616 229 989
(44) (19) (41) (14) (269) (71) (458)

42 16 54 19 579 198 908

5 4 4 0 37 31 81

44 18 53 4 548 191 858

3 2 5 15 68 38 131

11 1 19 4 116 20 171

41 17 42 18 424 113 655

47 16 38 16 277 43 437

42 14 50 18 355 124 603

47 19 53 19 380 146 664

41 17 46 15 286 109 514

44 19 52 15 562 198 890

19 10 30 10 162 85 316

39 14 44 13 508 161 779

8 6 14 6 108 68 210

0 0 2 0 202 109 313

(3) (1) (16) (4) (296) (145) (465)

0 0 0 4 820 1,173 1,997

(0) (0) (3) (5)(1,073)(1,295) (2,376)

47 20 60 23 1,638 1,511 3,299

Ⅱ　検討中
　※下段の（　）内は、第１回調査結果

Ⅲ　創設予定なし
　※下段の（　）内は、第１回調査結果

防疫等作業手当の特例（第１号相当）

⑪ 上記以外

合計

⑦ ⑤・⑥以外

作業要件について

⑧ 対象者に接して行う作業、対象者が使用した物件の処理、

施設内における長時間のリエゾン、生活支援全般

⑨ 上記以外

支給額

⑩ 3,000円(作業要件等によっては4,000円)

④ 上記以外

作業場所について

⑤ 武漢からの政府チャーター機、ダイアモンド・プリンセス

（DP）号、帰国法人・DP号下船者が宿泊する施設内

⑥ 上記(⑤)以
外のうち、

・病院

・患者収容等にあたる宿泊施設

・病院・宿泊施設への移動時の動線

・病院・宿泊施設への移動時の車内

Ⅰ　防疫等作業手当の特例を創設
　※下段の（　）内は、第１回調査結果

③ 全職種・全職員

制定方法

① 条例・規則等を改正、制定

② 上記以外（規程の改正・制定、附則、特例条例制定等）

職種・職員



 

   

  ※ 防疫等作業手当の特例（第１号相当）に記載の第１回調査結果については、前回調査時点で

は未回答であった団体の回答も反映している。 

※ 「作業場所について」、「作業要件について」において、重複があるため合計団体数は一致

しない。 

※ 作業場所を限定していない場合は、⑤～⑦全てに計上 

※ 作業要件を限定していない場合は、⑧及び⑨両方に計上 

 ※ 第１号相当、第２号相当ともに創設予定なしの団体のうち、その他市町村 19団体、一部事

務組合等８団体においては、防疫等作業手当の特例以外の手当において、日額 1,000 円以上

の手当措置を予定している。 

 

○ 職員・職種を限定している団体（④）について 

 ・具体的な職員・職種の内容 

学校職員・警察職員を除く職員、健康部及び保健センターに所属する職員、病院事業の職員、

消防職員 等 

 

○ 選択肢以外の作業場所（⑦）について 

 ・保健所、診療所、衛生研究所（検査機関）、感染者等の自宅・勤務先、感染者・クラスターが発

生した施設、感染者が使用した施設、PCR 検査の実施場所、警察施設、介護老健保健施設、老人

福祉施設、火災・救急（災害）現場、避難所 等 

 

○ 選択肢以外の作業要件（⑨）について 

 ・PCR 検査（補助業務含む）、疫学的調査、検体採取、検体受付、検体梱包、検体の搬送、感染症

不活性化処理、消毒、防護服等の脱衣補助、胸部Ｘ線検査業務、発熱トリアージ、感染者に接し

て行う健康管理、感染者の搬送・移送、火葬業務、避難所での体調不良者対応、保菌する家畜に

対する処理作業 等 

 

 ○ 支給額について 

 ・地方公共団体によっては、１回あたり、１時間あたりで支給額を定めているところもある。 

 ・感染者への接触有無や作業時間に応じて支給額を調整（半額等）としているところもある。 

都道府県 指定都市 中核市 特別区
その他
市町村

一部

事務組合等 合計

4 0 4 4 155 59 226

3 0 2 4 94 30 133

1 0 2 0 61 29 93

23 9 35 3 578 219 867

20 11 21 16 905 1,233 2,206

47 20 60 23 1,638 1,511 3,299

都道府県 指定都市 中核市 特別区
その他
市町村

一部

事務組合等 合計

0 0 0 4 697 1,123 1,824

防疫等作業手当の特例（第２号相当）

② 今後改正予定

① 条例・規則等を改正、制定

Ⅰ　防疫等作業手当の特例を創設

制定状況

第１号相当、第２号相当ともに創設予定なし

防疫等作業手当の特例

Ⅱ　検討中

Ⅲ　創設予定なし

合計


